別紙2-1
評価項目一覧（提案要求事項）
「令和８年度 帰還困難区域内国有林における森林整備実証事業」
	







                                             
	

	評　価　項　目
	評　　価　　基　　準
	評価区分
	得　点　配　分
	提案書頁番号

	
	
	
	
	
	合　計
	基礎点
	加　点
	

	
	
	調査業務の実施方針等

	
	○

〃
	　調査内容の妥当性、独創性

	仕様書記載の調査内容についてすべて提案されているか
偏った内容の調査になっていないか
	必須

	１０

	１０

	－

	


	
	
	
	仕様書に示した内容以外の独自の提案がされているか
	
	８
	－
	８
	

	
	○

〃
	　調査方法の妥当性、独創性

	[bookmark: _Hlk174546334]課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか
調査項目・調査手法が明確であるか
	必須

	１０

	１０

	－

	


	[bookmark: _Hlk174546396]
	
	
	調査手法、分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか
	
	１５
	－
	１５
	

	[bookmark: _Hlk174546466]
	○〃
	　作業計画の妥当性、効率性
	手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性はあるか
	必須
	５
	５
	－
	

	[bookmark: _Hlk174546648]
	
	
	事業成果の達成のために、日程、作業手順等が効率的であるか
	
	２
	－
	２
	

	
	
	組織の経験・能力

	
	

	　類似調査業務の経験

	[bookmark: _Hlk174546767]過去に同様の調査を最低１回は実施しているか
	
	５
	－
	５
	

	
	
	
	[bookmark: _Hlk174546787]過去に同様の調査を豊富に実施しているか
	
	５
	－
	５
	

	
	



	  組織としての調査実施能力


	[bookmark: _Hlk174547316]事業が遂行可能な人員の確保がなされているか
事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか
	必須

	３

	３

	－

	


	
	
	
	幅広い知見・ネットワークを持っているか
優れた情報収集能力を持っているか
	

	５

	－

	５

	


	
	

	[bookmark: _Hlk174547579]　調査業務に当たっての管理・バックアップ体制
	[bookmark: _Hlk174547598]円滑な業務実行のための人員補助体制が組まれているか
管理者の経験や知見はあるか
	

	５

	－

	５

	


	
	
	主たる業務従事者の経験・能力

	
	
	  類似調査業務の経験
	[bookmark: _Hlk174547917]過去に同様の調査を実施しているか
	
	５
	－
	５
	

	
	

	　調査内容に関する専門知識・適格性　
	[bookmark: _Hlk174548073]調査内容に関する専門的な知識・知見を持っているか
	必須
	２
	２
	－
	

	
	
	
	[bookmark: _Hlk174548471]調査内容に関する人的ネットワークを持っているか
	
	５
	－
	５
	

	
	
	 業務歴、資格、学歴等
	[bookmark: _Hlk174548558]業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか
	
	５
	－
	５
	

	
	
	ワーク・ライフ・バランス等の推進                  

	
	





























	ワーク・ライフ・バランス等の推進
























	ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下（（１）～（３））の法令に基づく認定を受けているか。

[bookmark: _Hlk174549044]（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女　　性活躍推進法」という。）に基づく認定
　  ・プラチナえるぼし　　５点　※１
　　・えるぼし３段階目　　４点　※２
　　・えるぼし２段階目　　３点　※２
　　・えるぼし１段階目　　２点　※２
　　・行動計画　　　　　　１点　※３
※１　女性活躍推進法第１２条の規定に基づく認定
※２　女性活躍推進法第９条の規定に基づく認定
なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※３　常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。

（２）次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）に基づく認定
　  ・プラチナくるみん認定企業　　５点　※４
　　・くるみん認定企業（令和４
　　　年４月１日以降の基準）　　　３点　※５
　　・くるみん認定企業（平成２
　　　９年４月１日～令和４年３
　　　月３１日までの基準）　　　　３点　※６
　　・トライくるみん認定企業　　　３点　※７
　　・くるみん認定企業（平成２
　　　９年３月３１日までの基準）　２点　※８
　　　
　　※４　次世代法第１５条の２の規定に基づく認定
[bookmark: _Hlk174549080]　　※５　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第１８５号。以下「令和３年改正省令」という。）による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則（以下「新施行規則」という。）第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定
　　※６　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、令和３年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、※８の認定を除く。）
　　※７　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第４条第１項第３号及び第４号の規定に基づく認定
　　※８　次世代法第１３条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項の規定に基づく認定

（３）青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定
　　・ユースエール認定企業　４点

[bookmark: _Hlk174549127]　※９　（１）～（３）のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。

	

























	  　
５
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	賃上げの実施を表明した企業等

	
	
	賃上げの実施を表明した企業等

	[bookmark: _Hlk174549225]賃上げを実施する企業として、以下の（１）又は（２）の表明をしているか。
（１）大企業に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明していること
（２）中小企業等に該当する場合は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること

· [bookmark: _Hlk174549449][bookmark: _Hlk174549459]賃上げの実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されていない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間に該当している場合は、減点（－６）する。
	
	５
	　―
	５
	


（注）
  １　表中○印を付した項目は、価格と同等に評価できない項目。なお、価格と同等に評価できない項目は評価項目の小項目ごとに設定している。
　２  加点の評価項目において評価基準欄が二段書きとなっているものもあるが、これは一つの評価基準であり、２つの観点を総合して加点される
３　賃上げ実施の表明の方法について
評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、別紙３の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。
　　    また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表１」を提出する。
        なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
４　賃上げ実施の確認について
本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙４の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」（別紙６）又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」（別紙７）の提出を求める。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」（別紙６）の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記資料を決算日（別記様式５に記載の事業年度の末日）の翌日から起算して２ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙６の「合計額」とする。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」（別紙７）の「１給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の１月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙７の「支払金額」とする。
上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該資料をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙８のとおりである。
なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から１年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。
共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同体に対して行う。
この場合における減点の割合は、当該入札における加点に１点を加えた点を減点するものとする。
なお、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を０点とみなす。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としない。







評価項目一覧（添付資料）
	資　料　項　目
	資　　料　　内　　容
	提案の
要　否
	提案書
頁番号

	実施体制及び担当者略歴



	本調達履行のための体制図                  
	必　須
	

	
	各業務担当者の略歴（学歴、業務歴）           
	必　須
	

	
	各業務担当者の保有資格（資格証等の写し及び資格説明資料等）
	必　須
	

	
	調査協力を得る学識経験者等の略歴
	任　意
	

	会社としての実績

	官公庁の本領域における実績
	任　意
	

	
	官公庁以外も含めた本領域における実績   
	任　意
	

	会社としての調査実施能力

	財務基盤、経理処理能力の説明資料（業務収支明細書、貸借対照表等）
	任　意
	

	
	本業務に関係する任意団体等の会員の有無
	任　意
	

	ワーク・ライフ・バランス等の推進
	女性活躍推進等の基準適合認定通知書等
	任　意
	

	賃上げの実施を表明した企業等
	従業員への賃上げ計画の表明書等
	任　意
	



